
 

 
第第44節節  持持続続可可能能なな⾷⾷品品産産業業へへのの転転換換とと消消費費者者のの理理解解醸醸成成のの促促進進  

 
 
持続可能な⾷料システムの構築のため、フードチェーンをつなぐ⾷品産業においても、5 

持続可能な⽅法で⽣産された原材料を使⽤し、⾷品ロスを削減するなど、環境や⼈権に配
慮した持続可能な産業に移⾏することが求められています。また、このような取組の重要
性について消費者の理解を深め、環境や持続可能性に配慮した消費⾏動への変化を促して
いくことも重要です。 

本節では、持続可能な⾷品産業の推進に向けた取組や消費者への理解醸成を図る取組に10 
ついて紹介します。 
 
((11))  持持続続可可能能なな⾷⾷品品産産業業へへのの転転換換  
((⾷⾷品品産産業業にによよるる持持続続可可能能性性にに配配慮慮ししたた取取組組をを促促進進))  

農業・⾷品産業については、温室効果ガスの排出削減や⽔質汚濁防⽌等を通じ、⼀層環15 
境と調和のとれたものに転換していく⽅向が国際的にも主流化しています。また、⼀部の
プランテーションにおける強制労働や児童労働といった環境に限らず労働者の⼈権への配
慮等を求める声も⾼まりつつあります。 

このような中、持続可能な⾷料システムの構
築のため、フードチェーンをつなぐ⾷品産業に20 
おいても、持続可能な⽅法で⽣産された原材料
を使⽤し、⾷品ロスを削減する取組を始めとし
て、環境や⼈権に配慮した持続可能な⾷品産業
に転換することが求められています。 

農林⽔産省では、⾷品産業の持続可能性の向25 
上に向けて、国産原材料の利⽤促進、環境や⼈
権に配慮した原材料調達等を⽀援することとし
ています。また、農林⽔産物を活⽤する新たな
ビジネス創出の仕組みの構築等により、地域の
⾷品産業の関係者が連携して⾏う取組を⽀援す30 
ることとしています。 

 
((「「⾷⾷品品産産業業のの持持続続的的なな発発展展にに向向けけたた検検討討会会」」をを開開催催))  

農林⽔産省では、令和5(2023)年8⽉から、⾷料システムを構成する関係者が参加して議
論し、将来にわたって持続可能な⾷料システムの実現に向けた具体的な⾷料施策を整理す35 
ることを⽬的として、「⾷品産業の持続的な発展に向けた検討会」を開催しています。 

同検討会では、⾷品産業の持続的な発展を図るため、環境や⼈権への配慮を始め、国際
的なマーケットに向けた取組や世界の⾷市場の確保、新たな需要の開拓、原材料の安定調
達、⾷品産業の⽣産性向上、⾷品産業の事業継続・労働⼒確保、⾷品分野の物流効率化等
について検討することとしています。 40 

 

未未活活⽤⽤ののブブロロッッココリリーーのの茎茎をを  
チチッッププススににししたた製製品品  

資料：オイシックス・ラ・⼤地株式会社 

 

((⾷⾷品品リリササイイククルル法法にに基基づづくく基基本本⽅⽅針針をを改改定定))  
農林⽔産省では環境省とともに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、CO2排出

量削減の観点から、「エネルギー利⽤の推進」や「焼却・埋⽴の削減」、「社員⾷堂等からの
⾷品廃棄物削減」の重要性を明らかにするため、令和6(2024)年2⽉に⾷品リサイクル法1に
基づく基本⽅針の改定を⾏いました。 5 

 
((農農業業・・⾷⾷品品産産業業分分野野ににおおけけるるププララススチチッッククごごみみ問問題題へへのの対対応応をを推推進進))  

近年、国内外でプラスチックの持続的な利⽤
が課題となっている中、農業・⾷品産業分野に
おいても、多くのプラスチック製品を活⽤して10 
いることから、積極的に対応していく必要があ
ります。 

農林⽔産省では、令和4(2022)年4⽉に施⾏さ
れたプラスチック資源循環促進法2等に基づき、
農業・⾷品産業分野における各企業・団体の⾃15 
主的な取組を促進するとともに、それらの取組
の発信を通じて国⺠⼀⼈⼀⼈の意識を⾼めてい
くこととしています。 

 
((22))  ムムリリ・・ムムダダののなないい持持続続可可能能なな加加⼯⼯・・流流通通シシスステテムムのの確確⽴⽴  20 
((⾷⾷品品製製造造業業のの労労働働⽣⽣産産性性はは前前年年度度にに⽐⽐べべ低低下下))  

令和4(2022)年度における⾷品製造業の労
働⽣産性は、新型コロナウイルス感染症の影
響により減少した⼈員が回復傾向にあること
に加え、国際情勢の不安定化に伴う原材料費25 
⾼騰等の影響を受けて付加価値額が同程度で
あったことから、前年度に⽐べ18万8千円/⼈
低下し496万4千円/⼈となっています(図図表表
22--44--11)。⾷品製造業の⼈⼿不⾜・⼈材不⾜が
引き続き課題となる中、⽣産性の向上が急務30 
となっています。 

このため、農林⽔産省では経済産業省等と
連携し、労働⽣産性の向上に資するAI、ロボ
ット、IoT等の先端技術の研究開発、実証・
改良から普及までを体系的に⽀援することと35 
しています。 

 
 

 
1 正式名称は「⾷品循環資源の再⽣利⽤等の促進に関する法律」 
2 正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」 

ププララススチチッックク包包材材かからら紙紙包包材材にに  
パパッッケケーージジをを切切りり替替ええたた製製品品  

資料：味の素株式会社 

図表2-4-1 製造業全体と⾷品製造業の労働⽣ 
産性 

資料：財務省「法⼈企業統計調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 労働⽣産性=付加価値額÷総⼈員数 

2) ⾷品製造業には、飲料・たばこ・飼料製造業を含む。 
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((33))  ⾷⾷品品ロロススのの削削減減のの推推進進  
((令令和和33((22002211))年年度度のの⾷⾷品品ロロススのの発発⽣⽣量量はは552233万万tt))  

我が国の⾷品ロスの発⽣量については、
令和3(2021)年度は前年度に⽐べ1万t増加
したものの、コロナ禍以前の令和元(2019)5 
年度と⽐べると47万t減少し523万tと推計
されています(図図表表22--44--22)。⾷品ロスの発⽣
量を場所別に⾒ると、⼀般家庭における発
⽣(家庭系⾷品ロス)は前年度に⽐べ3万t減
少し244万tとなっています。⼀⽅、⾷品産10 
業における発⽣(事業系⾷品ロス)は前年度
に⽐べ4万t増加し279万tとなっています。
その要因としては、コロナ禍における度重
なる⾏動制限に伴う需要予測の精度の不⾜
のほか、外⾷市場を中⼼に市場の縮⼩が続15 
いていることが考えられます。 

 
((事事業業系系⾷⾷品品ロロススのの削削減減にに向向けけ、、納納品品期期限限緩緩和和等等のの商商慣慣習習のの⾒⾒直直ししをを推推進進))  

農林⽔産省では、コロナ禍から平時に移⾏する中、⾷品ロス量も増加に転じる可能性が
あるため、引き続き事業系⾷品ロスの削減に向けた取組を推進しています。 20 

令和5(2023)年度においては、令和5(2023)年10⽉30⽇を「全国⼀⻫商慣習⾒直しの⽇1」
と定め、⾷品⼩売事業者が賞味期間の3分の1を経過した商品の納品を受け付けない「3分
の1ルール」の緩和や⾷品製造事業者における賞味期限表⽰の⼤括り化(年⽉表⽰、⽇まと
め表⽰)の取組を呼び掛けました。納品期限の緩和に取り組む事業者は、同年10⽉時点で
297事業者に拡⼤しています。また、同年10⽉には、⾏政・⾷品業界・消費者で協調して25 
⾷品ロス削減の取組を更に推進するため「⾷品廃棄物等の発⽣抑制に向けた取組の情報連
絡会」を開催し、情報共有等を図りました。 

消費者への啓発については、⾷品ロス削減推進アンバサ
ダーを起⽤した啓発ポスターの作成のほか、⼩売店舗が消
費者に対して、商品棚の⼿前にある商品を選ぶ「てまえど30 
り」を呼び掛ける取組を促進しています。「てまえどり」を
⾏うことで、販売期限が過ぎて廃棄されることによる⼩売
店での⾷品ロスを削減する効果が期待されます。 

くわえて、⾷品の売れ残りや⾷べ残しのほか、⾷品の製
造過程において発⽣している⾷品廃棄物について、発⽣抑35 
制と減量により最終的に処分される量を減少させるととも
に、飼料や肥料等の原材料として再⽣利⽤するため、⾷品
リサイクルの取組を促進しています。 

 
 

1 令和元(2019)年10⽉に施⾏された「⾷品ロスの削減の推進に関する法律」において、10⽉が「⾷品ロス削減⽉間」、10⽉30⽇が「⾷
品ロス削減の⽇」と定められている。 

⾷⾷品品ロロスス削削減減⽉⽉間間をを  
呼呼びび掛掛けけるるポポススタターー  

図表2-4-2 ⾷品ロスの発⽣量と発⽣場所(推計) 
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資料：農林⽔産省作成 
注：事業系⾷品ロスの発⽣量は、⾷品製造業、⾷品卸売業、⾷品

⼩売業、外⾷産業の合計 

 

((持持続続可可能能性性にに配配慮慮ししたた輸輸⼊⼊原原材材料料調調達達をを促促進進))  
世界的なSDGsの取組が加速し、輸⼊原材料に係る持続可能な国際認証等が欧⽶の⾷品

企業を中⼼に拡⼤する中で、⾷品企業が原材料を調達する際には、⽣産現場の環境・⼈権
に配慮することが世界的に必要とされています。 

国内においては、上場⾷品企業のうち「持続可能性に配慮した輸⼊原材料調達」に関す5 
る取組を実施している企業の割合は、令和4(2022)年は38.6%となっています。 

⾷品企業における持続可能性に配慮した輸⼊原材料の調達については、売上の向上につ
ながりにくく、コスト増加等の企業負担が増えるなどの課題が⾒られることから、農林⽔
産省では、⾷品企業による⼈権尊重の取組を⽀援するための⼿引き作成のほか、セミナー
の実施や優良事例の横展開の促進等による業界⽀援、消費者理解の促進を図っています。 10 
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株式会社は、重要課題の⼀
つとして「サステナブル調達」を掲げ、「サプライヤー⾏動規範」の
下、パームやカカオ等の主原料の⽣産地における環境負荷の低減と
⼈権課題の解決に取り組んでいます。 

同社では「責任あるパーム油調達⽅針」に基づき、購⼊・使⽤す
るパーム油の⽣産地域や調達ルートを特定するため、トレーサビリ
ティの向上に取り組んでいます。令和元(2019)年度に、搾油⼯場ま
でのトレーサビリティ100%を達成し、令和4(2022)年度には、農園
までのトレーサビリティを93％まで確保しています。 

また、マレーシアのグループ会社においては、専⾨家やNPO法⼈
等と協働しながら、サプライチェーンの改善活動に取り組んでいま
す。平成29(2017)年には、サプライヤーである搾油⼯場や農園で働
く200⼈以上の移⺠労働者にパスポートが返却され、300⼈の移⺠労
働者が⾃らの理解できる⾔語で雇⽤契約書を締結するなどの成果が
得られています。 

さらに、平成30(2018)年には、サプライチェーン上の環境・⼈権
問題を受け付け、改善するための仕組みとして「グリーバンス(苦情
処理)メカニズム」の運⽤を開始しました。受け付けた苦情について
は、⼿順書に基づき対応し、直接サプライヤーに対するエンゲージ
メント(積極的働き掛け)を⾏うなど、問題の改善に取り組んでいま
す。 

同社では、これらの取組のほか、インドネシアやマレーシアにお
いて、ステークホルダーと協働して地域全体の持続可能性を改善し
ていく活動への参画や、マレーシア・サバ州で、⼩規模農家の
「RSPO*(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証」の取得や環
境再⽣型農業の導⼊を⽀援しています。今後とも持続可能性に配慮
した製品の⽣産・開発に取り組むとともに、サプライチェーン上で
の環境・⼈権等の社会課題の解決を図るため、サプライヤーと相互
に信頼を醸成しながら、環境保全、⼈権尊重、公正な事業慣⾏、リ
スクマネジメント等に取り組んでいくこととしています。 
 

＊ Roundtable on Sustainable Palm Oilの略 

パパーームム農農園園管管理理ののたためめのの研研修修  
資料：不⼆製油グループ本社株式会社 

((事事例例))  パパーームムややカカカカオオ等等のの主主原原料料ののササスステテナナブブルル調調達達をを推推進進((⼤⼤阪阪府府))  

持持続続可可能能性性にに配配慮慮ししたた商商品品  
資料：不⼆製油株式会社 

160

持続可能な食品産業への転換と消費者の理解醸成の促進第4節

2024_農村白書1-2-04.indd   1602024_農村白書1-2-04.indd   160 2024/05/15   17:27:442024/05/15   17:27:44



 

((33))  ⾷⾷品品ロロススのの削削減減のの推推進進  
((令令和和33((22002211))年年度度のの⾷⾷品品ロロススのの発発⽣⽣量量はは552233万万tt))  

我が国の⾷品ロスの発⽣量については、
令和3(2021)年度は前年度に⽐べ1万t増加
したものの、コロナ禍以前の令和元(2019)5 
年度と⽐べると47万t減少し523万tと推計
されています(図図表表22--44--22)。⾷品ロスの発⽣
量を場所別に⾒ると、⼀般家庭における発
⽣(家庭系⾷品ロス)は前年度に⽐べ3万t減
少し244万tとなっています。⼀⽅、⾷品産10 
業における発⽣(事業系⾷品ロス)は前年度
に⽐べ4万t増加し279万tとなっています。
その要因としては、コロナ禍における度重
なる⾏動制限に伴う需要予測の精度の不⾜
のほか、外⾷市場を中⼼に市場の縮⼩が続15 
いていることが考えられます。 

 
((事事業業系系⾷⾷品品ロロススのの削削減減にに向向けけ、、納納品品期期限限緩緩和和等等のの商商慣慣習習のの⾒⾒直直ししをを推推進進))  

農林⽔産省では、コロナ禍から平時に移⾏する中、⾷品ロス量も増加に転じる可能性が
あるため、引き続き事業系⾷品ロスの削減に向けた取組を推進しています。 20 

令和5(2023)年度においては、令和5(2023)年10⽉30⽇を「全国⼀⻫商慣習⾒直しの⽇1」
と定め、⾷品⼩売事業者が賞味期間の3分の1を経過した商品の納品を受け付けない「3分
の1ルール」の緩和や⾷品製造事業者における賞味期限表⽰の⼤括り化(年⽉表⽰、⽇まと
め表⽰)の取組を呼び掛けました。納品期限の緩和に取り組む事業者は、同年10⽉時点で
297事業者に拡⼤しています。また、同年10⽉には、⾏政・⾷品業界・消費者で協調して25 
⾷品ロス削減の取組を更に推進するため「⾷品廃棄物等の発⽣抑制に向けた取組の情報連
絡会」を開催し、情報共有等を図りました。 

消費者への啓発については、⾷品ロス削減推進アンバサ
ダーを起⽤した啓発ポスターの作成のほか、⼩売店舗が消
費者に対して、商品棚の⼿前にある商品を選ぶ「てまえど30 
り」を呼び掛ける取組を促進しています。「てまえどり」を
⾏うことで、販売期限が過ぎて廃棄されることによる⼩売
店での⾷品ロスを削減する効果が期待されます。 

くわえて、⾷品の売れ残りや⾷べ残しのほか、⾷品の製
造過程において発⽣している⾷品廃棄物について、発⽣抑35 
制と減量により最終的に処分される量を減少させるととも
に、飼料や肥料等の原材料として再⽣利⽤するため、⾷品
リサイクルの取組を促進しています。 

 
 

1 令和元(2019)年10⽉に施⾏された「⾷品ロスの削減の推進に関する法律」において、10⽉が「⾷品ロス削減⽉間」、10⽉30⽇が「⾷
品ロス削減の⽇」と定められている。 

⾷⾷品品ロロスス削削減減⽉⽉間間をを  
呼呼びび掛掛けけるるポポススタターー  

図表2-4-2 ⾷品ロスの発⽣量と発⽣場所(推計) 
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資料：農林⽔産省作成 
注：事業系⾷品ロスの発⽣量は、⾷品製造業、⾷品卸売業、⾷品

⼩売業、外⾷産業の合計 

 

((持持続続可可能能性性にに配配慮慮ししたた輸輸⼊⼊原原材材料料調調達達をを促促進進))  
世界的なSDGsの取組が加速し、輸⼊原材料に係る持続可能な国際認証等が欧⽶の⾷品

企業を中⼼に拡⼤する中で、⾷品企業が原材料を調達する際には、⽣産現場の環境・⼈権
に配慮することが世界的に必要とされています。 

国内においては、上場⾷品企業のうち「持続可能性に配慮した輸⼊原材料調達」に関す5 
る取組を実施している企業の割合は、令和4(2022)年は38.6%となっています。 

⾷品企業における持続可能性に配慮した輸⼊原材料の調達については、売上の向上につ
ながりにくく、コスト増加等の企業負担が増えるなどの課題が⾒られることから、農林⽔
産省では、⾷品企業による⼈権尊重の取組を⽀援するための⼿引き作成のほか、セミナー
の実施や優良事例の横展開の促進等による業界⽀援、消費者理解の促進を図っています。 10 
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つとして「サステナブル調達」を掲げ、「サプライヤー⾏動規範」の
下、パームやカカオ等の主原料の⽣産地における環境負荷の低減と
⼈権課題の解決に取り組んでいます。 

同社では「責任あるパーム油調達⽅針」に基づき、購⼊・使⽤す
るパーム油の⽣産地域や調達ルートを特定するため、トレーサビリ
ティの向上に取り組んでいます。令和元(2019)年度に、搾油⼯場ま
でのトレーサビリティ100%を達成し、令和4(2022)年度には、農園
までのトレーサビリティを93％まで確保しています。 

また、マレーシアのグループ会社においては、専⾨家やNPO法⼈
等と協働しながら、サプライチェーンの改善活動に取り組んでいま
す。平成29(2017)年には、サプライヤーである搾油⼯場や農園で働
く200⼈以上の移⺠労働者にパスポートが返却され、300⼈の移⺠労
働者が⾃らの理解できる⾔語で雇⽤契約書を締結するなどの成果が
得られています。 

さらに、平成30(2018)年には、サプライチェーン上の環境・⼈権
問題を受け付け、改善するための仕組みとして「グリーバンス(苦情
処理)メカニズム」の運⽤を開始しました。受け付けた苦情について
は、⼿順書に基づき対応し、直接サプライヤーに対するエンゲージ
メント(積極的働き掛け)を⾏うなど、問題の改善に取り組んでいま
す。 

同社では、これらの取組のほか、インドネシアやマレーシアにお
いて、ステークホルダーと協働して地域全体の持続可能性を改善し
ていく活動への参画や、マレーシア・サバ州で、⼩規模農家の
「RSPO*(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証」の取得や環
境再⽣型農業の導⼊を⽀援しています。今後とも持続可能性に配慮
した製品の⽣産・開発に取り組むとともに、サプライチェーン上で
の環境・⼈権等の社会課題の解決を図るため、サプライヤーと相互
に信頼を醸成しながら、環境保全、⼈権尊重、公正な事業慣⾏、リ
スクマネジメント等に取り組んでいくこととしています。 
 

＊ Roundtable on Sustainable Palm Oilの略 

パパーームム農農園園管管理理ののたためめのの研研修修  
資料：不⼆製油グループ本社株式会社 

((事事例例))  パパーームムややカカカカオオ等等のの主主原原料料ののササスステテナナブブルル調調達達をを推推進進((⼤⼤阪阪府府))  

持持続続可可能能性性にに配配慮慮ししたた商商品品  
資料：不⼆製油株式会社 
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((⾷⾷とと農農林林⽔⽔産産業業ののササスステテナナビビリリテティィをを考考ええるる取取組組をを推推進進))  
みどり戦略の実現に向け、農林⽔産省、消費者庁、環境省の連携により、企業・団体が

⼀体となって持続可能な⽣産消費を促進する「あふの環
わ

2030プロジェクト~⾷と農林⽔産5 
業のサステナビリティを考える~」を推進しており、令和6(2024)年3⽉末時点で農業者や
⾷品製造事業者等191社・団体等が参画しています。 

同プロジェクトでは、⾷と農林⽔産業のサステナビリティについて知ってもらうために
「サステナウィーク2023」を開催し、「地球の未来のために何を選びますか?」をテーマに、
環境に配慮した農産物の販売やその消費に資する情報の発信を集中的に⾏いました。また、10 
サステナブルな取組についての動画作品を表彰する「サステナアワード2023」を実施した
ほか、消費者庁・農林⽔産省の共催で⽇経

にっけい
SDGsフォーラム特別

とくべつ
シンポジウムを開催する

など、持続可能な消費を推進しています。 
 

 15 
 

ああふふのの環環22003300ププロロジジェェククトト  
URL：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainable2030.html   

図表2-4-4 エシカル消費に関連する⾔葉の 
認知度 

図表2-4-5 環境に配慮した⽣産⼿法で⽣産され
た農産物への価格許容度 

資料：消費者庁「「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査
報告書」、「令和5年度第3回消費⽣活意識調査」を基に農林⽔産省
作成 

注：1) 「「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告
書」は、令和2(2020)年2⽉に実施した調査で、回答総数は2,803
⼈(複数回答) 

2) 「令和5年度第3回消費⽣活意識調査」は、令和5(2023)年10⽉
に実施した調査で、回答総数は5千⼈。「⾔葉と内容の両⽅を
知っている」⼜は「⾔葉は知っているが内容は知らない」と
回答した者の割合 
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資料：内閣府「⾷料・農業・農村の役割に関する世論調査」(令和
6(2024)年2⽉公表)を基に農林⽔産省作成 

注：令和5(2023)年9〜10⽉に実施した調査で、有効回収数は2,875
⼈ 

 

((賞賞味味期期限限内内⾷⾷品品ののフフーードドババンンクク等等へへのの寄寄附附をを推推進進))  
⾷品ロス削減の取組を⾏った上で発⽣する賞味期限内⾷品については、フードバンクや

こども⾷堂への寄附が進むよう企業とフードバンクとのマッチングやネットワークの構築
を官⺠協働で推進し、経済的弱者⽀援にも貢献することを⽬指しています。 

また、企業の様々な情報開⽰において、⾷品廃棄量の情報に加えてフードバンクへの寄5 
附量の開⽰を促進することとしています。 

さらに、国の災害⽤備蓄⾷品について、⾷品ロス削減や⽣活困窮者⽀援等の観点から有
効に活⽤するため、農林⽔産省では「国の災害⽤備蓄⾷品の提供ポータルサイト」を設置
し、更新により災害⽤備蓄⾷品としての役割を終えたものを、原則としてフードバンク団
体等に提供しています。 10 

 
((44))  消消費費者者のの環環境境やや持持続続可可能能性性へへのの理理解解醸醸成成  
((「「商商品品購購⼊⼊時時のの環環境境、、社社会会へへのの配配慮慮」」にに対対すするる消消費費者者意意識識はは低低調調))  

国際的にSDGs等の持続可能性につい
て関⼼が⾼まっている中で、我が国にお15 
いては、諸外国と⽐較して消費者の持続
可能性に対する意識や⾏動が低調な状況
にあります。⽇常⽣活の中で社会や環境
に配慮してつくられた商品(フェアトレ
ード、再⽣可能エネルギー使⽤、環境に20 
優しい原材料等)を購⼊すると回答した
消費者の割合は、我が国では7%であり、
⽶国、英国、中国の2〜3割と⽐較して低
い⽔準となっています(図図表表22--44--33)。 

⼀⽅で、サステナビリティ、フェアト25 
レード、エシカル消費1(倫理的消費)とい
った⾔葉の認知度については、令和
5(2023)年度は令和元(2019)年度と⽐較
して約2〜4倍に⾼まってきています(図図
表表22--44--44)。また、内閣府が令和5(2023)30 
年9〜10⽉に実施した世論調査によると、
環境に配慮した⽣産⼿法で⽣産された農産物への価格許容度については、「価格が⾼くても
購⼊する」としている⼈が6割以上になっています(図図表表22--44--55)。 

将来にわたって持続可能なフードチェーンを維持していくためには、消費者が取り組む
ことができる⾏動や持続可能性に配慮した⾷料⽣産はコストを要することを事業者が正し35 
く消費者に伝達することを通じ、消費者の理解を醸成しながら、⾏動変容を促していくこ
とが必要となっています。 

 

 
1 地域の活性化や雇⽤等も含む、⼈や社会、地域、環境に配慮した消費⾏動 

図表2-4-3 社会や環境に配慮してつくられた 
商品を購⼊する者の割合 

資料：PwC Japanグループ「新たな価値を⽬指して サステナビリティに関
する消費者調査2022」 

注：1) 「社会や環境に配慮してつくられた商品」とは、フェアトレード
を実施している、再⽣可能エネルギーを使っている、環境に優
しい原材料でできているなどの商品のこと 

2) 令和4(2022)年1⽉に実施した調査で、サンプル数は各国それぞれ
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((⾷⾷とと農農林林⽔⽔産産業業ののササスステテナナビビリリテティィをを考考ええるる取取組組をを推推進進))  
みどり戦略の実現に向け、農林⽔産省、消費者庁、環境省の連携により、企業・団体が

⼀体となって持続可能な⽣産消費を促進する「あふの環
わ

2030プロジェクト~⾷と農林⽔産5 
業のサステナビリティを考える~」を推進しており、令和6(2024)年3⽉末時点で農業者や
⾷品製造事業者等191社・団体等が参画しています。 

同プロジェクトでは、⾷と農林⽔産業のサステナビリティについて知ってもらうために
「サステナウィーク2023」を開催し、「地球の未来のために何を選びますか?」をテーマに、
環境に配慮した農産物の販売やその消費に資する情報の発信を集中的に⾏いました。また、10 
サステナブルな取組についての動画作品を表彰する「サステナアワード2023」を実施した
ほか、消費者庁・農林⽔産省の共催で⽇経

にっけい
SDGsフォーラム特別

とくべつ
シンポジウムを開催する

など、持続可能な消費を推進しています。 
 

 15 
 

ああふふのの環環22003300ププロロジジェェククトト  
URL：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainable2030.html   

図表2-4-4 エシカル消費に関連する⾔葉の 
認知度 

図表2-4-5 環境に配慮した⽣産⼿法で⽣産され
た農産物への価格許容度 

資料：消費者庁「「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査
報告書」、「令和5年度第3回消費⽣活意識調査」を基に農林⽔産省
作成 

注：1) 「「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告
書」は、令和2(2020)年2⽉に実施した調査で、回答総数は2,803
⼈(複数回答) 

2) 「令和5年度第3回消費⽣活意識調査」は、令和5(2023)年10⽉
に実施した調査で、回答総数は5千⼈。「⾔葉と内容の両⽅を
知っている」⼜は「⾔葉は知っているが内容は知らない」と
回答した者の割合 
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資料：内閣府「⾷料・農業・農村の役割に関する世論調査」(令和
6(2024)年2⽉公表)を基に農林⽔産省作成 

注：令和5(2023)年9〜10⽉に実施した調査で、有効回収数は2,875
⼈ 

 

((賞賞味味期期限限内内⾷⾷品品ののフフーードドババンンクク等等へへのの寄寄附附をを推推進進))  
⾷品ロス削減の取組を⾏った上で発⽣する賞味期限内⾷品については、フードバンクや

こども⾷堂への寄附が進むよう企業とフードバンクとのマッチングやネットワークの構築
を官⺠協働で推進し、経済的弱者⽀援にも貢献することを⽬指しています。 

また、企業の様々な情報開⽰において、⾷品廃棄量の情報に加えてフードバンクへの寄5 
附量の開⽰を促進することとしています。 

さらに、国の災害⽤備蓄⾷品について、⾷品ロス削減や⽣活困窮者⽀援等の観点から有
効に活⽤するため、農林⽔産省では「国の災害⽤備蓄⾷品の提供ポータルサイト」を設置
し、更新により災害⽤備蓄⾷品としての役割を終えたものを、原則としてフードバンク団
体等に提供しています。 10 

 
((44))  消消費費者者のの環環境境やや持持続続可可能能性性へへのの理理解解醸醸成成  
((「「商商品品購購⼊⼊時時のの環環境境、、社社会会へへのの配配慮慮」」にに対対すするる消消費費者者意意識識はは低低調調))  

国際的にSDGs等の持続可能性につい
て関⼼が⾼まっている中で、我が国にお15 
いては、諸外国と⽐較して消費者の持続
可能性に対する意識や⾏動が低調な状況
にあります。⽇常⽣活の中で社会や環境
に配慮してつくられた商品(フェアトレ
ード、再⽣可能エネルギー使⽤、環境に20 
優しい原材料等)を購⼊すると回答した
消費者の割合は、我が国では7%であり、
⽶国、英国、中国の2〜3割と⽐較して低
い⽔準となっています(図図表表22--44--33)。 

⼀⽅で、サステナビリティ、フェアト25 
レード、エシカル消費1(倫理的消費)とい
った⾔葉の認知度については、令和
5(2023)年度は令和元(2019)年度と⽐較
して約2〜4倍に⾼まってきています(図図
表表22--44--44)。また、内閣府が令和5(2023)30 
年9〜10⽉に実施した世論調査によると、
環境に配慮した⽣産⼿法で⽣産された農産物への価格許容度については、「価格が⾼くても
購⼊する」としている⼈が6割以上になっています(図図表表22--44--55)。 

将来にわたって持続可能なフードチェーンを維持していくためには、消費者が取り組む
ことができる⾏動や持続可能性に配慮した⾷料⽣産はコストを要することを事業者が正し35 
く消費者に伝達することを通じ、消費者の理解を醸成しながら、⾏動変容を促していくこ
とが必要となっています。 

 

 
1 地域の活性化や雇⽤等も含む、⼈や社会、地域、環境に配慮した消費⾏動 

図表2-4-3 社会や環境に配慮してつくられた 
商品を購⼊する者の割合 

資料：PwC Japanグループ「新たな価値を⽬指して サステナビリティに関
する消費者調査2022」 

注：1) 「社会や環境に配慮してつくられた商品」とは、フェアトレード
を実施している、再⽣可能エネルギーを使っている、環境に優
しい原材料でできているなどの商品のこと 

2) 令和4(2022)年1⽉に実施した調査で、サンプル数は各国それぞれ
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((持持続続可可能能性性のの確確保保にに向向けけたた⽣⽣産産者者のの努努⼒⼒・・⼯⼯夫夫をを「「⾒⾒ええるる化化」」すするる取取組組をを推推進進))  
持続可能な⾷料システムを構築するためには、サプライチェーン全体で環境負荷低減を

推進するとともに、その取組を可視化して持続可能な消費活動を促すことが必要です。 
農林⽔産省では、⽣産者による環境負荷低減の努⼒を可視化するため、農産物の⽣産段

階における温室効果ガス排出量を簡易に算定できる「農産物の温室効果ガス簡易算定シー5 
ト」を作成しました。また、算定結果に基づき、地域の慣⾏栽培と⽐べて温室効果ガスの
削減割合の度合いを星の数で表⽰する「⾒える化」の取組を推進しています。さらに、令
和6(2024)年3⽉に、新たなラベルデザインを決定し、環境負荷低減の取組の「⾒える化」
の本格運⽤を開始しました。同年3⽉末時点で、算定の対象は⽶や野菜等23品⽬に拡⼤し
ており、畜産物についても検討を進めています。くわえて、⽶については、⽣物多様性保10 
全の取組についても温室効果ガス削減への貢献と合わせた表⽰を開始しました。 

このほか、加⼯⾷品の温室効果ガス排出削減に関する取組が国内消費者の選択・⾏動変
容につながるよう、カーボンフットプリント(CFP1)の算定に関する業界の⾃主算定ルール
の⽅向性が提案されたことを受け、令和6(2024)年1⽉に、加⼯⾷品のカーボンフットプリ
ントの算定実証を⾏いました。 15 

 

 
1 Carbon Footprint of Productの略で、製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量のこと 

「「新新ししいいララベベルルデデザザイインン」」をを  
公公表表すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂  
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